
 

件   名  愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例 
主 管 課  高校教育課（義務教育課） 

根拠法令等 
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和33年法律第116号） 

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和36年法律第188号） 
【改正の概要】 

 

県立学校の職員及び市町立学校の職員の定数の改正 

 

１ 県立学校の職員     ４，０３１人→  ３，９７１人（△ ６０人） 

(1) 県立中等教育学校の職員  ２０１人→    ２０８人（    ７人） 

(2) 県立高等学校の職員  ２，９６４人→  ２，９０６人（△ ５８人） 

(3) 県立特別支援学校の職員  ８６６人→    ８５７人（△  ９人） 

 

２ 市町立学校の職員    ８，９４１人→  ８，８６７人（△ ７４人） 

(1) 小学校の職員     ５，７２３人→  ５，６２３人（△ ５０人） 

(2) 中学校の職員     ３，２１８人→  ３，１９４人（△ ２４人） 

 

計          １２，９７２人→ １２，８３８人（△１３４人） 

施 行 日 平成 22 年４月１日 

【その他参考事項】 

 

○ 定数の改定の主な要因 

① 小・中学校 

小・中学校の統合・休校（△４校）や学級減（△６９学級）に伴う減員 

② 中等教育学校 

指導方法改善定数の増員 

③ 高等学校 

高等学校の学級減（△１３学級）に伴う減員 

④ 特別支援学校 

特別支援学校の分校３校の廃校に伴う減員 

 


